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寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。皆さま､お元気でご活躍のことと思います。今年の花粉はスギ・ヒノキの

花粉数が全国的に多くなり、過去 10 年平均値の 1.5 倍以上になるようです。サッカー界における世界 4 大リーグとは、レ

ベルの高いプレミアリーグ(イングランド)、ラリ・リーガ・エスパニョーラ(スペイン)、セリエＡ(イタリア)、ブンデスリーガ

(ドイツ)の 4 つのリーグを表しています。近年ではそこにリーグ・アン(フランス)も加えられ世界５大リーグと呼ばれること

もあります。プレミアリーグ(イングランド)では、三苫薫選手(ブライトン)、冨安健洋選手(アーセナル)、ラリ・リーガ・エス

パニョーラ(スペイン)では、久保建英選手(レアル・ソシエダ)、ブンデスリーガ(ドイツ)では、堂安律選手(ＳＣフライブルグ)、

ワールドカップカタール大会で目にした日本代表選手も各国のリーグで活躍しています。日本代表の親善試合が決まりまし

た。3/24(金)ウルグアイ(国立競技場)。3/28(火)コロンビア(ヨドコウ)との過去対戦成績は１勝１分け３敗で直近では 19 年

3 月 22 日のキリンチャレンジ杯で 0-1 と敗戦しています。今回は、ぜひ勝ってもらいたいものです。頑張れ日本! 中村 

建設業の人材確保・育成に向けて 
～国土交通省・厚生労働省の令和５年度予算案の概要～ 

 

建設業の技能者の約３分の１は 55 歳以上となっており、他産業と比べて高齢化が進行しています。このような中、

建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急

務となっております。特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、働き方改革を更に促

進し、魅力ある職場環境を整備することにより、中長期的に人材確保・育成を進めていくことが重要です。 
 

①人材確保 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細やかな取組を実施。 

 ◆建設産業の働き方改革の実現･･･１８５百万円  

  ◎適正な工期設定等による働き方改革の推進 ◎建設技術者の働き方改革の推進 ◎地方の入札契約改善推進事業 

  ◎建設産業の担い手確保に向けた建設業への入職・定着の促進 ◎建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの普及促進や適正な雇用関係の促進 

◆建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業･･･５５０百万円 

◆建設事業主等に対する助成金による支援･･･７６.４億円 等 
 

②人材育成 若年技能者等の育成等の環境整備 

 ◆建設産業の働き方改革の実現･･･１８５百万円  

◆建設技能者のスキル向上・処遇改善に向けた建設キャリアアップシステムの導入促進事業･･･５５０百万円 

◆中小建設事業主等への支援(建設労働者育成支援事業等)･･･４.８億円 等 
 

③魅力ある職場づくり 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備 

 ◆建設産業の働き方改革の実現･･･１８５百万円  

◆建設業許可の申請手続き等の電子化の推進･･･１１５百万円 

◆働き方改革推進支援助成金による支援･･･６８.４億円 

◆働き方改革推進支援センターによる支援･･･３６.７億円 等 

【問い合わせ先】 国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 

０３(５２５３)８１１１ 内線２４８２９・２４８２４ 

知っちょい得 
債権法改正により保証契約締結時の情

報提供義務が新設されました。従前保証

人になるに当たり主債務者の財産状況等

を十分に把握していないために保証人が

不測の損害を被るケースが多くありまし

た。実際の事業内容を知れば保証人にな

ることを拒絶するであろうとの認識が主

債務者にあれば積極的に事業内容を説明

することを期待することは困難であった

にもかかわらず、これまでは説明義務が

ありませんでした。このため主債務者に

同義務を負わすことにより保証人の保護

を強化したものです。改正により個人が

事業上の債務について委託を受けて保証

を行う場合に主債務者が保証人に対する

情報提供義務を負うことになりました。     

（続く）。       弁護士 渋谷和洋 

東京都千代田区六番町３番地１協和ビル６階 

 

 

  
 

Q.建設業許可を受けた後に、建設業者

が行う必要な手続きはありますか？ 

A.建設業許可を取得後の主な手続きは

下記となります。 
 

① 毎事業年度終了後、4 か月以内に決

算報告の提出が必要となります。 

② 許可の有効期間は 5 年となりますの

で、有効期間の満了の日の 30日まで

に更新申請が必要となります。 

③ 商号・名称、役員、所在地などの変

更をした場合は、30日以内に変更届

の提出が必要となります。 

④ 経営業務管理責任者、令 3条使用人、

専任技術者が交替等をした場合は、

14 日以内に変更届の提出が必要と

なります。      (中村竜二) 

梅の花 
梅の木に花がチラホラ咲いているのを目

にします。息を大きく吸うと、梅の花の

香りがして春の訪れを感じます。梅の花

の成分はジャスミンやクチナシの香りの

成分と同じものです。お花見は、日本古

来の風習で、桜の花を対象とすることが

多いのですが、奈良時代では梅の花が鑑

賞されていました。平安時代には桜がと

って代わるようになったようです。梅は、

中国が原産地です。奈良時代以前に遣隋

使や遣唐使によって日本にもたらされま

した。昔から愛されてきた花で、万葉集

では百首以上が詠まれています。植物で

は萩に次いで多いのだそうです。「東風

(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 主

なしとて 春な忘れそ」菅原道真が大宰府

に左遷されるとき、庭の梅の花に別れを

惜しんで詠んだ歌は有名です。(澁谷) 
 

(河野) 

 


